
 

 

東郷町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

国民健康保険税の基礎課税額に係る限度額の変更 

国民健康保険税の軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更 

 

１ 改正の趣旨 

  地方税法施行令の一部改正により見直しを行うものである。 

２ 改正の内容 

 ⑴ 国民健康保険税に係る課税限度額を５４万円から５８万円に引き上げる。 

 ⑵ 国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定

基準を次のように引き上げ、軽減の対象となる世帯を拡大すること。 

  ① ５割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を２７万円から２７万

５千円とすること。 

  ② ２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を４９万円から５０万

円とすること。 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日から施行すること。 

 

※国の法案が、平成３０年３月３１日までに成立した場合を前提としております。 

 

  

（予定） 資 料 ４  



    

 

 

    

（厚生労働省ホームページより抜粋） 



国民健康保険税の基礎課税額に係る限度額の変更（国・東郷町） 

 

国の限度額の推移            東郷町の限度額の推移 

           （万円）                 （万円） 

 医 療 分  支 援 分 介 護 分 限 度 額 
 

 医 療 分 支 援 分 介 護 分 限 度 額 

H23.4  51  14  12  77  H 23.4  50  13  10  73  

H 24.4     77  H 24.4     73  

H 25.4     77  H 25.4     73  

H 26.4  51  16  14  81  H 26.4  51  14  12  77  

H 27.4  52  17  16  85  H 27.4  51  16  14  81  

H 28.4  54  19  16  89  H 28.4  52  17  16  85  

H 29.4      H 29.4  54  19  16  89  

H30.4  58  19  16  93   H30.4  58  19  16  93  

    +4         計 +4        +4        計 +4 

 

○対象世帯 

 平成２９年１２月末の課税データを基に、賦課期日現在の世帯数で限度超過世帯

を確認したところ、対象世帯は１１３世帯です。 

 平成２９年度の税率等を用いて基礎課税額（医療分）の限度額を４万円引き上げ

た場合、限度超過世帯は１５世帯減少し、９８世帯になります。 

 平成３０年度の税率等を用いて基礎課税額（医療分）の限度額を４万円引き上げ

た場合、限度超過世帯は１２世帯減少し、１０１世帯になります。 

 

○国民健康保険税調定額 

 平成２９年度の税率等を用いて基礎課税額（医療分）の限度額を４万円引き上げ

た場合、国民健康保険税調定額は４，１９１，３００円増えることが見込まれます。 

 平成３０年度の税率等を用いて基礎課税額（医療分）の限度額を４万円引き上げ

た場合、国民健康保険税調定額は２３，０９０，２００円増えることが見込まれま

す。 

  



 


